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「東北地方太平洋沖地震」に係る被災状況等の適切な開示等に係るお願い 

 

平成23年3月11日（金）に発生した「東北地方太平洋沖地震」により被災された皆様に心よりお見舞い申し

上げます。 

本日公表いたしましたとおり、当取引所では、本日の売買取引を通常どおり実施させていただいております。 

被災された地域に本社機能及び事業拠点を有する上場会社の皆様方におかれましては、被災状況の把握、人命

救助及び安全確保並びに事業の再開復旧に向けたお取組みに加えまして、以下の事項につきましても、可能な範

囲でご対応くださいますようお願いいたします。 

 

１．被災状況等に係る情報開示について 

このたびの災害による上場会社の皆様の被災の状況及び事業活動に生ずる影響等は、投資者の投資判断及び株

式等の価格形成に重要な影響を及ぼすことが見込まれます。 

当取引所におきましても、市場における売買取引の監視等を通じて取引の公正性確保に努めておりますが、不

正確・不明確な情報に基づく価格形成を回避し、投資者に適切な投資判断を促す観点から、人命救助・安全確保

を最優先いただいたうえで、ご対応が可能となった時点で、速やかに被災状況に係る情報開示を行ってください

ますようお願いいたします。 

また、既に多くの上場会社の皆様から、被災状況等に係る第一報の開示を頂戴しているところでございます。

他の上場会社の皆様におかれましても、被災状況等の詳細が判明していない段階において、把握している範囲に

より情報開示を実施いただくことにつき、ご検討くださいますようお願いいたします。 

なお、被災の状況及び事業活動等に与える影響が軽微であることを把握のうえ、既にその内容を自社のホーム

ページ等を通じて広く開示いただいている場合に、重ねてTDnetへの登録等のご対応をお願いする趣旨ではござ

いませんので、念のため申し添えます。 

 

２．当取引所に対するご一報について 

本社機能を有する事業拠点が被災された場合など、通常の方法で適時開示を行うことができないご事情がある

場合には、その旨及び当面のご連絡先等の情報を、当取引所までご連絡くださいますようお願いいたします。 

 

【ご連絡先】 

自主規制グループ上場監理担当 

電話： ０５２－２６２－３１７４ 

電子メール： syoken@nse.or.jp 

※ 電子メールにてご連絡をいただく場合には、お手数でございますが、現時点で通話可能なご連絡先の電話

番号を付記いただければと存じます。 


